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①原則

容器に入っている化学物質の名称を労
働者に伝える(注2)とともに、当該化学
物質に係るGHSラベル情報を伝える等
「GHSの代替手段」を参考とする(注3)。

②容器にラベルを
貼付することが困
難である場合(注1)

容器に譲渡提供時と同様のラベル
を貼付

注1 容器にラベルを貼付することが困難である場合の例

反応中の化学物質が入っているもの、内容物が短時間に入れ替わるもの等表示
と内容物の一致が困難なもの、小さい容器、多くの成分を含んでいるもの、ラベルの
貼付により視認性や作業性に支障が生じる場合等

注2 名称の伝達について

容器に表示する名称は、略称、記号、番号でも差し支えない。また、名称に加えて
絵表示等を追加してもよい。さらに、タンク、配管等への名称の表示に当たっては、
タンク名、配管名等を周知した上で、当該タンク、配管等の内容物を示すフロー図、
作業手順書、作業指示書等により労働者に伝えることを含む。

注3 GHSラベル情報の伝達について
作業場にGHSラベル情報を掲示すること、作業場に一覧表の形で備え付けること

等により行う。なお、MSDSを利用しても差し支えない。


